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会 議 録   
 

 

１ 附属機関等の会議の名称 

令和７年度第１回美里町子ども・子育て支援事業計画策定等委員会 

 

２ 開催日時  令和７年１２月１７日（水）午後２時から午後３時４０分 

 

３ 開催場所  美里町中央コミュニティセンター 第３研修室 

 

４ 会議に出席した者 

（１）委員 

塩野悦子委員長、青木英治副委員長、岩渕 薫、鈴木一子、川野仁美、佐藤祥

子、千葉千代、多田より子 

 

（２）事務局 

子ども家庭課 課長 齊藤 眞、係長 伊藤智昭 

 

５ 議題及び会議の公開・非公開の別 

報告（１）乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）について 

議事（１）第３期美里町子ども・子育て支援事業計画の改訂について 

 

会議 公開 

 

６ 非公開の理由 

    ― 

 

７ 傍聴人の人数 

    ０人 

 

８ 会議の資料 

・第３期美里町子ども・子育て支援事業計画改定案 

・乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）について 

・みさと子育て応援アプリチラシ 

 

９ 会議の概要 

  （１）第３期美里町子ども・子育て支援事業計画の改訂（乳児等通園支援事業関係）

について審議した。 
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齊藤課長    ただ今から、令和７年度第１回美里町子ども・子育て支援事業計画策定

等委員会を開催いたします。 

本日は委員８人中８人全員の出席をいただいております。美里町子ど

も・子育て支援事業計画策定等委員会条例第４条第２項におきまして、

委員会の会議は、委員の半数以上の出席が必要とされておりますので、

定足数を満たしていることを報告いたします。 

齊藤課長    開会にあたりまして、町長からごあいさつを申し上げます。 

相澤町長    （あいさつ省略） 

齊藤課長    続きまして、次第の３、諮問になります。 町長から、美里町子ども・

子育て支援事業計画策定等委員会へ諮問を行います。 塩野委員長へお

願いいたします。 

（諮問省略） 

齊藤課長    続きまして、次第の４、委員長あいさつ、塩野委員長、一言お願いいた

します。 

塩野委員長   （あいさつ省略） 

齊藤課長    それでは、町長は公務のため、ここで退席させていただきます。 

（町長退席） 

齊藤課長    ここで、会議の次第にはございませんが、本委員会の会議運営について、

委員の皆様にお諮りいたします。美里町附属機関等の会議の公開に関す

る規則第１５条に、会議録作成には、会議録を作成し、当該会議に出席

した２人以上の附属機関等の委員の署名を得なければならないとあり

ます。議事録署名委員には、岩渕委員と鈴木委員にお願いいたします。

また、会議録の公開について、会議の議事録及び資料は、後日、町のホ

ームページに公表させていただくことをご了承願います。 

それでは、美里町子ども・子育て支援事業計画策定等委員会条例第４条

第１項の規定に、委員長が議長となるとありますので、塩野委員長に議

事の進行をお願いします。 

塩野委員長   それでは進めていきたいと思います。 まず、報告（１）、乳児等通園支

援事業 こども誰でも通園制度について、事務局の方からご説明をお願

いいたします。 

伊藤係長    （会議資料に基づき説明） 

塩野委員長   それでは事務局の方から乳児等通園支援事業 こども誰でも通園制度

について説明がありました。委員の皆様の方から何かご質問やご意見は

ございますでしょうか。 

鈴木委員    いろんな町も利用して預けられるって、とてもいい制度だなと思ってお

話を伺いました。説明資料の２ページの、本町での実施予定の中に利用

定員６人ってあるんですけれども、来年度入園申し込みしますよね。そ

の時の定員の申し込まれる数はそのままキープしていて、プラス何人と
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いう形になるのでしょうか。 

伊藤係長    イメージとしましては、小牛田保育所として必要な定員は確保しつつ、

実際の定員はそれより多く設定しておいて、その枠で誰でも通園制度を

実施するという形になります。職員の数につきましては、シフトの関係

でその時間、誰でも通園制度を行えるくらいの職員は今現在でも勤務し

ている状態ですので、シフトを変えたりせずとも、今の状態で各年齢２

人ずつ受け入れられるという状況でございます。 

青木副委員長  １日あたりの定員ですよね。 

伊藤係長    同時に利用できる人数が６人です。例えばこの６人全員が４時間利用す

るとなれば、午前中４時間は６人、別の６人が午後４時間を使えるとい

うような形もあり得ます。 

川野委員    例えばなんですけれども、通常保育を利用しているお子さんもいる中で、

この６人を新たに同時時間帯に受け入れるとなったときに、通常保育の

お子さんが定員にマックスいます、プラスこの６人が同時時間帯に入る

となったときも、十分なくらい先生方はキープはしているということで

いいんですよね。 

伊藤係長    そうですね、勤務時間のシフトの関係でどうしても重なる時間というの

が出てきてしまいまして、その時間帯で誰でも通園制度を行っていくと

いうような形になりますので、もちろん職員配置基準は満たした状態の

部分で、その時間で行うというところです。９時から５時までという昼

間の時間帯は、現在の基準よりは少し多く職員が配置されているような

形になります。 

川野委員    例えばですが、先生方にインフルエンザとか新型コロナウイルス感染症

などの感染症が流行って、一気に欠員がその日に出ます、でも６人も予

約が入っていますとなったとき、その日はもう利用できないという想定

ということですか。通常保育をちゃんとやるということが、優先順位と

しておそらく高くなるのではないかなというのが予想されていて、そう

なると誰でも通園制度を予約しているお子さんに関しては、事情を言っ

て、その日は利用をキャンセルしてもらうという形を取る予定というこ

とですかね。 

伊藤係長    そうですね、そういったところですとか、例えば食と森のこども園美里

では一時預かり事業ということで、言ってしまえば誰でも通園制度と似

たようなサービスをしておりますので、こちらも４時間刻みであるんで

すけれども、４時間１，２００円、１時間にすると３００円という料金

で行っていますので、そちらをご案内する場合もあるかと思いますし、

お断りのご連絡をさせていただく場合もあるかと思います。あと先ほど

ですね、ちょっと説明はしていなかったんですけれども、予約は必ず平

日は全部オープンにしていなければならないというわけではなくて、例
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えば、行事ですね、運動会の総練習とか、総練習のところに急に混ざっ

てもっていうところもありますので、そういった行事のところについて

は園の方で、ウェブでの予約というのがありますので、ウェブ上でその

予約の枠を消すということもできるようです。あとは、小牛田保育所で

は今想定はしていないですけれども、午睡時間についてです。基本的に

大体１２時半から２時半あたりまでが午睡時間ですけれども、午睡して

いる時間の年齢の子どもが来て、一緒に過ごすというのもちょっと、と

いうところもあるので、施設としては午睡時間をそもそも受入枠から外

すということも、自由度としてはいいということでした。ただ、例えば

町内に午睡時間も預かっている施設があるのであれば、ほかの施設では

午睡時間を受け入れないことにしてもいいけれども、町内全部の施設が

そうやってしまうと、その時間をどこにも預けられないということにな

ってしまうので、それは推奨しないということが国からの話です。です

ので、この日はちょっと予約はだめだとか、例えばインフルエンザが流

行って、ここから何日間は予約を取れないようにしなきゃということも、

対応できるということです。 

多田委員    これだけ一時預かりとか保育園とかを子どもたちが利用していても、こ

のこども誰でも通園制度を利用する子どもたちは、結構美里町としては

いらっしゃるんですか。 

伊藤係長    ニーズ調査などを行っておりませんので、正直なところどれくらい利用

があるのかというと、把握は難しいかなと思っています。やってみない

と、というところがあるんですけれども、ただ先行で試験的にしていま

す仙台市としても、都会だからたくさん使うかなというと、施設によっ

ては全然使っていなかったりとか、そういったこともあるようです。特

に国の方では、０歳児から２歳児までの約６割が保育所を利用していな

いので、その６割が対象なんですと、資料の中では謳われているんです

けれども、本町におきましては、０歳児から２歳児までの６割から７割

が使っている状況で、逆転している形になりますので、そもそもの対象

者が東京とかの都市部に比べたら、かなり割合が少なくなってしまうの

で、なおさら、有料であるというところもあって、どれだけ利用者が来

るかなというのは不明確なところではございます。あまり予想できない

かなというところもございます。 

川野委員    あまり一時預かりと何ら変わりないような気もするんですね。唯一変わ

っているかなと思うのは、美里町の一時預かり保育事業がなんごう保育

園と食と森のこども園美里で運営されている。若干なんごう保育園の方

が１時間あたりの料金が安い状況にはなっているかなというのかと。対

象年齢が、誰でも通園制度は６か月からですけれども、一時預かり事業

は５ヶ月からというところで、１ヶ月早く一時預かりの方が預かれるの
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かなという感じで、あまり保護者としては変わりないかなという気はし

ますが。あと時間があれですよね、９時から５時、一時預かりは８時か

ら午後４時で、若干その時間帯も１時間くらい前後してはいますが、園

にとってはどっちもあまり変わりがないので、どっちを使うというのが

よくわからないのかなという気はしますね。 

佐藤委員    ちょっといいですか。誰でも通園制度って子ども一人だけ預けるんじゃ

なくて、ママも一緒にいけるんじゃなかったのかと思ったんですけど。 

伊藤係長    はい、そちらもですね、手段の一つとしてですね、それは市町村の裁量

を認められているところであるんですけれども、最初の方はやはりお子

さん一人だけ預けるのがあれなのでということで、保護者通園というも

のもあります。そのクラスにそのお子さんと保護者が入ってというとこ

ろではあるんですけれども、近隣の市町村もあまりそこを想定していな

いというところもありまして、なんでこの子はお母さんがいるの、僕は

来ていないのにというところが、在園児に対してどういう影響を起こす

のかというところもありまして、なおさら国としましても、保護者通園

はあくまでも園に慣れるまでの最初の数時間ですとか、常時保護者通園

というのは認めませんという形で示されているところであります。です

ので本町では、保護者通園は行わない方針でいこうかなと思っていると

ころではございます。 

青木副委員長  そうすると、お母さんの孤立化の防止というところは、どこに組み込ま

れているのかなというのは、最初の面談のみたいな感じになっちゃうの

か、それとも一緒に行った人たちでちょっと話したりとかという場が設

けられるのかとか、その辺の施策はどこでやっていくんでしょう。 

伊藤係長    まずお話しいただいたとおり、最初の面談というところが一番ですね、

まずスタートラインだと思います。あとは保育施設と関わるというとこ

ろで、送迎のタイミングで、今日はこういうことをしましたよというこ

とで、担当の職員とお話しする中でいろんな話ができれば。あとはもし

そこでちょっと困っているということがあれば、園から例えば保健師に

つないだりですとか、さまざまなそれからの機会につなげていくという

のも含めて、まずは自宅だけではなくて、外部との関わるタイミングを

生み出すというところが、この事業の目的ですので、そこの送迎時の職

員とのやりとりとかそういったのも含めて、孤立化を防ぐというのに影

響してくれるのかなと考えています。 

塩野委員長   私が感じたのは、やっぱり一つの手段、孤立化しそうな母さんでも、母

子健康手帳を交付するときからある程度目をつける人って出てきます

よね。そのときの一つのサービス、こんなのもありますよ。一時預かり

もあります。通園制度もあります。選択できる支援サービスの一つとし

て、前もってこの制度をどんどん周知しておくと、急に使うというのは
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子どもにとっても親にとっても緊張することだと思うので、妊娠中から

この制度を周知するのが、やっぱりこの孤立化を防ぐというのに、いろ

いろありますよね、支援制度、産後ケアもあるでしょうし、いろんなも

のがあるので、そういう意味で孤立化を予防する、子育て支援センター

もあるでしょうし、いろんな選択肢が増えてくるということでいいのか

なと思いました。まあお金がかかるのでね、子育て支援センターで遊ん

できた方が無料でもっと楽しく遊べるのかなと思う人もいると思いま

す。お母さんといけますしね。でもまあ、いろんなことがあっていいの

かなと思いました。 

川野委員    １人あたり月１０時間で、１日あたりの利用制限の時間はあるんですか。

８時間までだよとか４時間までとか。 

伊藤係長    特にはございません。ただその８時間というのが、小牛田保育所で予定

している９時から５時までとした場合は８時間なので、８時間というこ

とで先ほどお話しさせていただいたんですけれども、もし例えば１０時

間やっている事業者がいた場合も、１０時間１日でどんと使ってしまう

のもありですし、そこは特に制限はございません。 

川野委員    そうなった時に８時間、４時間以上使うと絶対時間帯的にお昼が入ると

思うんですけど、お昼ご飯、おやつの提供はどうする予定ですか。 

伊藤係長    こちらもあくまで現在の予定ではあるんですけれども、予約のできるタ

イミングは、大体３日前から４日前までというところもありまして、な

かなかそこから食材の提供ですとか、あとはアレルギー関係ですとか、

そういったところの管理が難しいのかなと思いまして、今のところはお

弁当での対応をお願いする想定ではありますが、あとは栄養士ですとか、

職員と調整しまして、今後変わっていく可能性はあるんですけれども、

お昼にかかる場合にはお弁当を持参していただくというところを想定

しております。 

佐藤委員    予約は常にやる感じですか、それとも来月分は前月の１０日までとかと

いうふうな決め方をするとか。 

伊藤係長    システムの方でも設定できるかと思うんですけれども、国の方もそうい

った定期的な利用というところを想定しているようですので、例えば今

月こことここで予約して使ったので、次はということで次の月に予約し

たりとかできるのかなと思います。まだキャンセルポリシーなども調整

中であるんですけれども、例えば４日前までに予約をするとか、あとは

２ヶ月先まで予約できるとか、そういったちょっと長期的なところです

ね、長期的と言いますと半年先というとあれなので、その利用をしたら

次の月も予定して予約できるようなくらいの期間のスパンで予約でき

たほうがいいのかなと思っているところでございます。 

佐藤委員    新生児訪問をしている関係上、そうそう多くはないというのは分かるん
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ですけど、あとは、こういうのができるというのは、４月からあるとい

うのは分かっていたので、来年度からはいけるようなことになっている

から見てねというのと、美里町のアプリは必ず入れてねというのは、新

生児訪問をしたときに皆さんにも伝えしているので、すぐ反応は出てく

るんじゃないかなと思っているんですけども、利用者が２名、全部で６

名ですけど、同じ時期に利用したい人が重なったとき、どういう優先順

位をつけるのかなと私は思っています。 

伊藤係長    そちらも、システムでの予約というところになりますので、基本的には

早いもの待ちになってくるのかなと思います。ただ、あとは０・１・２

歳児の定員を２・２・２とはしていましたけれども、具体的に年齢を分

けているわけではなくて、まとめて６人としておりますので、例えば他

の年齢がいなくて、１歳児だけ３人来ましたよという場合には、そのよ

うに調整できるのかなと思っております。 

川野委員    ６人に達した時点で、ウェブ上の予約システムが、その日は閉鎖される

というシステムになっているということですね。 

伊藤係長    その時間は閉鎖されるというようなイメージでおります。 

佐藤委員    定員の２・２・２は関係なくいいんですね。 

伊藤係長    そうですね。便宜上均等に分けただけです。ただ、０歳児が６人来てし

まうと、子ども３人に対して保育士１人なので、３人を超えてしまうと、

職員が追加で必要になってきてしまうので、そこはちょっとよろしくは

ないですけれども、１、２歳児であれば現状の職員で賄えるかなと考え

てはおります。あと、川野さんが先ほどお話しいただいた一時預かりと

の違いというところで、すみません、ちょっとお答えしておりませんで

した。こちらの子ども誰でも通用制度の、資料の１枚目の裏面ですね、

下に一時預かりとの違いという項目がございます。あくまでも国が言っ

ていることですが、一時預かりにつきましては、保護者の都合で、例え

ば用事があるからとか、何かがあるとか病院に行かなければならないか

らという保護者の都合で預けるものですよと。誰でも通園制度につきま

しては、保護者の都合というものではなくて、子どもの成長を促すため

に、あくまでも「通わせる」。預けるのではなくて通わせるという目的

ですよというのがここに記載されております。ただ、やっていることと

しては同じになりますので、受け取り方の違いがあるんですけれども。 

佐藤委員    お兄ちゃんと、今回入る子が違う保育園になったりとかしている子たち

が、小牛田保育所に１人は行っているとしたら、誰でも通園制度で下の

お子さんが一緒に行ったりとかして、年齢が違うから一緒にはならない

のかもしれないんですけど、雰囲気を味わいたいとかということもでき

るかもしれないですね。 

伊藤係係長   ただ、保育所などを利用していない子が対象になるので、例えば、来年
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度、入れるかどうかわからないけれども、小牛田保育所の雰囲気を味わ

せたいとか、そういうことはありえるかと思いますし、あとは、私立の

事業者さん、例えばこすずめ園ですとか、おひさま保育園という私立の

事業者がありますけれども、もしそこで事業を開始して、お試しで見学

のような感じで使ってもらって、育休が切れたときに、あ、じゃあ、誰

でも通園制度を使ってみてよかったからここに通わせてみようかなと

か、そういうお試し的な目的で誰でも通園制度を開始する事業者もいる

のではないかという話ではあります。 

川野委員    資料によると、小牛田保育所で開始するということですけど、町内にお

そらく私立の保育園、保育施設が複数あると思うんですけど、そちらに

は、本事業を小牛田保育所で次年度から開始予定ですけれども、もしご

希望があれば参加する予定はありますか、みたいな声掛けは町からして

いる感じなんですか。常時認定していくってなったときに。 

伊藤係長    そうですね。私立の保育施設の代表者の方を集めた会議も定期的に開い

ておりまして、１０月頃に集まったときには、誰でも通園制度のことを

全てお話をして、手引きですとか、そういったものをお渡しして、こう

いったメリットデメリット、施設として負担になるところもあるので、

いろいろお示しした上で、年度の途中から開始しますとか、とりあえず

様子を見て令和９年度から開始しますということもありなので、お声掛

けはさせていただいています。その後、施設の監査というものも別に行

ったときに、意向を聞いたところではあるんですけれども、今のところ

はまだみなさん様子を見るというところですかね、そういったお話でし

た。 

千葉委員    結局、この事業を実施しながら、その状況によって対応を考えていくと

いう部分はかなりあるというところでしょうかね。 

伊藤係長    そうです。本当に全国的にも新しい事業ですし、都会ではかなり収益的

にもいいよとなったとしても、田舎ではそうではないということもある

ので、とりあえず、ただ、令和８年度の４月からはどこかでは必ず実施

しなければならないという義務になっていますので、そこは小牛田保育

所のほうでスタートをして、需要ですとか、そういったのを見ていこう

かなと。かなり需要が高くてですね、皆さんの期待が大きいというので

あれば、各私立の保育施設なんかにもお声掛けをして、受け入れ枠を拡

大するとか、そういったところを呼びかけていくのも一つかなと考えて

おります。 

佐藤委員    今回ホームページに載せますよね。ホームページを開覧した人の数とい

うのはカウントしているんですか。よくほかのホームページを見に行く

と、何人このホームページを見ています。というのが出てくることがあ

ると思うんですけど、そういうのがあると、興味を持って見てくれた人
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はこれくらいいるというのがわかるんですけど、ホームページを作りま

した、ご覧くださいととりあえず広報とかで言っても、興味がなければ

見なくて、見たか見ないかわからないけど、回覧期間は２週間だったの

で回覧しましたとなったときに、実際に作ったホームページを見てくれ

た人は何人だったのかなというのがあると、影響みたいなところがちゃ

んと見えるかなと思うんですけど、全然興味がなくて反応もなくてとい

う状況なのかどうかというところの確認を取るには、そういう閲覧数を

取るのも一つの方法ではないかなと思うんですけど、どうでしょうか。

見れるかどうかも分からないんですけど。 

伊藤係長    以前はホームページのどこのページを何件見られているかというのは、

管理者の方では見れたんです。 

齊藤課長    毎月毎月各ホームページのページがあると思うんですけど、ホームペー

ジの閲覧数というのを、前は見れていたんです。今はどうなっているか

分からないんですけど、ホームページを見に行った人が何人いて、その

うちその中でこのページで何人、このページで何人というのは当時は把

握できていました。今もおそらくできると思うんですが。 

伊藤係長    それを外から見れるようにレイアウトに入れられるかというと、それは

ちょっと難しいかと。 

佐藤委員    ホームページをパッと開くと、閲覧数何人ですとか出てくると、ああ、

見られているんだなというのがあって、読んでみようかなとなる人もい

るので、そういうのもあったらいいかなと思っています。 

伊藤係長    あとは周知力の課題的なところでは、以前第３期の計画を立てる際にも

皆様からいろいろお話いただいたところではありますので、そういった

ところは孤立化を防ぐというところでは、まず全員には知らせなければ

ならないというところもありますので、そこをどうするかがこれからの

課題になってくるのかなと思っております。できるだけ皆さんに周知で

きるようには努めていきたいと思っております。 

川野委員    ホームページとかで、来年４月から始めますよという情報をアップする

と思うんですけど、結構美里町のホームページは階層が複雑なので、た

どり着くまで一つ時間がかかるというのと、おそらくお母さん方は自分

が使うかどうか考えたときに、誰か使ったことがあるのかなという利用

実績とかを最初の頃だけでも入れてもらえれば、誰か使っているんだ、

じゃあ私も使ってみようみたいな感じになれるのかなと思うので、最初

の時だけでもいいので、例えば、申し込み今何人、面談まで漕ぎつけて

ますよとか、そういうのがあると利用するお母さん方の目線からすると、

ちょっとハードルが下がるかなと思うんですよね。誰かが使っていない

とちょっと使いにくいというのは、おそらくどのサービスにもやっぱり、

子育て支援サービスの一つのハードルとしてお母さん方にはあるので、
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そこをちょっとハードル低くする意味でもあるといいのかなという利

用実績とか、あとは、今申し込みしているＩＤ発行した人が何人います

よとか登録者数とか、そういうのが分かるとちょっと安心感が出てくる

かなとは思いました。 

多田委員    でも今回は初めてで、もう全然先のことを見えないというか、さっき塩

野委員長が言ったように、選択肢の一つとして今回やると思うんですけ

れども、ただ私は思ったんですけど、小牛田保育所、ここが中心として、

それから民間とかにも働きかけて、その辺での連携を持っていくという

ところもあるんですけれども、ちょっとした問題とか何かが起きたとき

に、そういうときの対処の仕方というか、いろんな連携は連携でいいん

ですけれども、その辺での問題が起きたときに対しての事務局というか、

どういうふうに考えていらっしゃるのかなと思って。 

伊藤係長    あとはその問題の方向性というのがあるのかなと思います。例えば、虐

待疑いが見受けられたというのがあれば、子ども家庭課内にある要保護

児童対策協議会につないでいくとか。 

多田委員    いろんな施設にやってもらってもいいんですけれども、その辺での連携

というか、その子どもに対して、その親に対してどういうふうにアプロ

ーチしたり、働きかけていくかということを、ただ、今日は子どもがい

っぱいだから、そこに預ければいいとか、そういうふうなこともあるん

だろうけれども、基本的な、この子どもに対してはこう、親に対しては

こうというふうなところまで考えなければいけないのか、ただオープン

にして、こういうところもあるんだよ、というふうなところで終わって

いるのかどうなのかな、というふうに思ったりして。 

伊藤係長    実施施設の義務として、年次計画と、個別計画、この子は次回来たらこ

ういうふうな、一緒の過ごし方といいますか、例えば今回は泣いて終わ

ってしまったので、今度は泣かないで、友達と囲われるところまで目指

そうかとか、そういったこれからの計画というのを、一人一人立ててい

く形になりますので、そういったところで、お子さんの状態といいます

か、成長具合ですとか、保護者とお子さんとの関わり具合ですとか、そ

ういったものについては、施設の職員が把握といいますか、見ながら、

次に来たらこういう関わりをしていくとか、そういったところを見てい

くのかなとは思います。 

岩渕委員    最近ニュースの報道によると、不登校児童が凄く多いと。それで、不登

校の子どもなどにも、傾向を見ると集団生活に馴染めない子が結構多い。

それから、コミュニケーションが足りない子も不登校になりやすい。そ

ういう意味でいうと、小さい時から同年代の子どもと関わったり、一緒

に過ごしたりというのは、とても大事な施策だと思うんですよ。国とし

ても町としても。そういう意味では、誰でも通園制度がとても良いのか
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なというふうに思います。それで思うのですけれども、保育所に行って

いない子どもというのは、人数というのは、町内の場合、把握できます

よね。そうすると、対象になる子どもも限られるんだよね。ピンポイン

トでピックアップできるようなくらいの数ではないのかなと私は思っ

ていたのね。そうした時に、きちっとこれを周知するところは、ピンポ

イントで周知できる可能性があるので、ぜひそれをやっていただきたい

なと。その方が効率的ではないかなと思いました。 

川野委員    最初のうち、そのピックアップした保育認定を受けていないお子さんの

家庭に、プラスアルファで個別にお声掛けを何かチラシなり、多分６か

月未満となると、町の健診があると思うんですね。そこで一旦ご案内す

るとか、そういうプラスアルファのアプローチがあってもいいのかなと

は思いました。人数が限られているので、早い方だと生後２か月から保

育所に行けるので、そうするとそこから早い人で行っている子もいらっ

しゃるかなと思うので、その６か月未満の今、４月の時点でいるお子さ

んに直近で健診とかあるのであればそこで個別にご案内して、こんなの

始まったから１回ぐらいは来てみてねとか、そういうのを言ってみても

いいのかなと思いました。 

伊藤係長    例えば個別なポスティング的なものについては、個人情報の関連で、な

んで私の家の事わかっているのかとなってしまうので、皆さんが来るべ

きような場所ですとか、そういったところで、後はですね、ちょっとす

みません、順番が逆になってしまって、すみません、その他でお話しす

る予定だったんですけれども、一番後ろのページの部分ですね、美里子

育て応援アプリというものがございます。こちらがですね、母子手帳ア

プリと言われるものでして、このアプリを入れますと、母子手帳の中身

が大体もう網羅されているという形になります。母子手帳が無くなって、

こちらに切り替わるわけではなくて、母子手帳は母子手帳で存在しつつ、

例えば、スマホを持っていれば母子手帳は持っていなくても、中身が全

部わかるようになるとか、お子さんの成長記録もここに入れられるとい

うところになります。お子さんの生年月日などを入れて登録をして、後

はその町からですね、その生年月日を絞って抽出して、その方にだけに

通知することもできます。ですので、今度の予防接種は、何月何日から

何月何日生まれまでの子どもとなれば、その保護者だけに予防接種が近

いですよという通知を出すこともできるというものになります。もちろ

んこのアプリを入れて登録している方にのみではなるんですけれども、

美里町としてはですね、基本的に小学校入学前のお子さんについては、

全員に登録してもらいたいということで取り組む予定ではありますの

で、こういったものを利用してですね、その年齢、例えば、６か月から

ですので、お子さんが６か月になったタイミングとかでですね、そのお
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子さんに対してこういうのも使えるようになりましたよという通知を

出すとか、そういったものも一つできるのかなと思いますので、こうい

ったものを積極的に使いつつ、皆さんに知っていただけるように周知を

図っていきたいと考えております。資料にＱＲコードを載せていますの

で、もしご興味があれば、もう利用はできるようです。ただ、そのお子

さんの情報を入れるか入れないか、入れなくても使えるようなんですけ

れども、入れてしまうと町の統計に乗ってきてしまうので、もちろん未

就学児のお子さんがいればいいんですけど、いない場合にはお子さんの

登録をしないようにして、こんなものかなと思って見ていただくのもあ

りかなと思いますので、ご紹介までお待ちください。 

佐藤委員    いつから入れられるんでしたっけ。 

伊藤係長    健康福祉課が担当なんですけど、担当者からはもう使えるということだ

ったので。 

佐藤委員    入れてくださいって言われてるんですけど、これはまだ見たことがない

です。あるのは知ってるんですけど。 

千葉委員    すみません、ちょっと関係ないかもしれないですけど、美里町で今年生

まれた子ども何人くらいいるんですか。 

伊藤係長    今年生まれた子どもはですね、今年度で言えば、現在のところはちょっ

とわかりませんが、来年の４月１日時点で、７９人の予定だったと思い

ます。こちらはあくまで、今現在まで生まれた子どもプラス、母子手帳、

妊娠証明書ですか、予定日が４月１日までのお子さんというところで、

７９人ですね。それ以外に転入とか転出とかいろいろありますけど、今

のところの予定ではその人数。その中で、来年の４月１日にもう６ヶ月、

４月１日からこの誰でも通園制度を使えるようになるお子さんという

のが、４２人ですね。 

青木委員    その中でさらに保育所に行かない子どもが対象者になると。 

伊藤係長    今、来年度の保育所に申し込んでいるのが、４２人中２５人なので、６

ヶ月以上の対象者としては１７人。１歳児は２７人、２歳児は２３人と

いうことで、予定では６７人くらいがこの事業の対象になるということ

です。 

塩野委員    でもね、初年度から義務化というのは相当力を入れていますよね。普通

は努力義務から始まるんですけども、最初からの義務化というのは本当

にね、やる側は大変だと思うんですけども、すごい力を入れているなと

いうふうに思いますね。この間ちょうど東北大のエコチルの調査の最新

の情報の中に、６ヶ月から３歳未満まで保育所に入っていた子と入って

いなかった子の調査して、子どもの社会性とかコミュニケーション能力

とかに大きな差が出たというのが、ちょうどこの調査結果を聞いたばっ

かりだったんですけども、そういう意味では国が力を入れている理由が
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わかるけど、母の孤立だけに力を入れないで、両方に均等に見えるよう

に、周知されるといいのかなと思っています。 

多田委員    でもその考え方というのは、コミュニケーションが取れるからという一

つの選択肢として、母親が入れないからというのがあれなので 

塩野委員長   そうです。入れないからどうのというのではなく、ただ統計的に一応そ

ういう差が出たよという調査があったという感じです。 

多田委員    それが情緒的にそれがベストだというふうにでは決められないだろう

し、２歳まではどうしても母親の手で育てたいという人もいるだろうし、

だから先ほど塩野さんが言ったように、選択肢としてはこういうものも

ありますよというふうなこともあれだけれども、それを小さいうちから

保育園に入れるべきだというふうに、そういうふうな誤解を招くような

言葉は控えるべきじゃないかなと、あくまでもこういうところがありま

すよと。 

塩野委員長   そこのところは大丈夫だと思います。これくらいの年齢で入った子でも

やっぱり人見知り、うちの子なんかもそうだったんですけど、人見知り

強かったりしたので、一概にやっぱり気質というものが一番と思うので、

その子に合わせた力を上げればいいんじゃないかなとは思うんですけ

ども。町を上げてね、やっぱりどれくらい町が力を入れているのかって

いう。なんかそういうことを利用者の方たちが感じると、利用するよう

になってくるかなと思うし。 

多田委員    親の孤立化を、虐待とか孤立化を防ぐためにはこういうのも必要だけれ

ども、それがベストだというふうな選択肢はないと思うので。 

伊藤係長    そうですね、それもあって月１０時間という、一見短い時間になってい

ると思うんですね。 

青木副委員長  慣らし保育に力を入れていきましょうみたいな、その先にスムーズに入

っていけるようにという、そこでかなり力を入れている施策ってことで

すよね。 

千葉委員    預けなければならないではないわけですよね。 

鈴木委員    とにかくいろんな選択肢を提供してあげることで、そのお母さんがどの

方向に行きたいって自分なりの意思を持って、動き出すかっていうとこ

ろの応援なんですよね。 

佐藤委員    そうですね。動き出せるようにっていうのを後押しができればいいんじ

ゃないかなと思うんですね。やっぱり、こっちが後押ししても絶対動か

ないお母さんたちがいっぱいいるので。 

鈴木委員    ただツンツンとやってあげることも必要なんですね。 

多田委員    きっかけを作ってあげるということかもしれませんね。 

塩野委員長   今はこういうアプリとか、あるいはインスタとか。そういうので今若い

方は働いているので。そういう、周知の方法を考えていただくといいの
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かなと思いました。 

佐藤委員    行ってほしい人に限って行ってくれないんですよね。 

塩野委員長   根本的に何か持っている方ですよね。そういう家庭はまた違う方向でケ

アをしていただいて。働いていないのになかなかそういう機会がないと

思っている方にとってはいいかなと。 

千葉委員    昔は隣のおばちゃんとかおじちゃんが支援してたんですよね。声かけた

り。今はあまりそういうのがなくなって、必ずこういう施設っていうか、

こういうところにっていうようなことが何か寂しいなって感じがしま

すよね。 

塩野委員長   うちの学生ね、将来関東に就職する看護学生って多いですよ。すごい優

秀で、地元にずっと残りたいっていう学生は結構珍しいんですよ。どう

してあなたは地元で働こうとしたのって聞いてみたら、やっぱり小さい

時から地域の人たちと関わりがすごく深いって。ちょっとした犬の散歩

からね。いろんな町の人たちと遊んだり。やっぱりいろいろ声をかけら

れて、この町が好きになったっていうような。なるほどなと思って。で

もその子もすごく社交的だから。そういうふうになったんだけど。なか

なか人に声をかけられてちょっとツンとしちゃう子もいるし、なかなか

難しいとは思うんですけども。やっぱり地域力っていうのが大事だった

なって思って。 

千葉委員    私が知っている子たちで、小さい頃すごくうるさくて積極的ですごかっ

たんだよねっていう子が、みんな大人しくなってるんですよ。不思議だ

ねって。大人しかった子が逆にアクティブにいろんなところに通ってる。

だから子供の成長っていうのはその子その子によって時間がかかって

いくんだろうなっていうことを感じたことがありましたね。だいたいは

普通にいくんでしょうけど。 

塩野委員長   なかなか理想通りにはいかないですよね。それでは一応こちらの説明に

ついてはよろしかったでしょうか。それでは６番目の議事に行きたいと

思います。第３期美里町子ども・子育て支援事業計画の改訂について。

事務局からご説明をお願いします。 

伊藤係長    （会議資料に基づき説明） 

塩野委員長   それでは、ただ今の議案の説明について、皆様の方からご質問やご意見

ございますでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、その他皆様か

らありますでしょうか。無いようですので、これ議事を終了いたします。

次第の７番その他ということで事務局お願いします。 

伊藤係長    はい、その他ではですね、ご用意していたものを先ほど母子手帳アプリ

のことでご説明させていただきましたので、こちらのそのまま１点目と

しては割愛させていただきます。またですね、次回の委員会の日程とい

うことで、予定では令和８年の２月から３月に今年度中にもう一度開催
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することを予定しております。以前皆様には、個別にご連絡させていた

だいたところであるんですけれども、皆様の今期の任期が令和８年１月

３０日で切れるような形になります。皆様には、次の任期につきまして

も引き続きお願いしたいと思っておりますので、よろしくお願いいたし

ます。その次回の会議の際にですね、委嘱状の交付もさせていただく予

定でございます。あとですね、先ほど町長から諮問がありましたけれど

も、こちらについては今日この会議をもってその答申をまとめるという

わけではなくて、次回の会議も含めての答申になりますので、支援事業

計画の中で、ここについてもっと盛り込んだ方がいいとか審議した方が

いいというところが委員皆様の方でありましたら、ご相談をいただけれ

ばと思いますので、よろしくお願いいたします。 

塩野委員長   はい、その他、委員の皆様方、何かございますでしょうか。 

千葉委員    ちょっとだけいいですか。私分からないんですけど、今、幼稚園の預か

り保育ってやってますよね。そこに関わっている先生方って、美里町内

でどれくらいいらっしゃるんですか。何人くらい、預かっている子ども

たちがいるのか、かなり遅くまで電気がついているので。 

伊藤係長    お子さんにつきましては、こごた幼稚園が、預かり保育の人数ですね、

こごた幼稚園が５０人程度、ふどうどう幼稚園が７０人程度、なんごう

幼稚園が３０くらいでしたか。ちょっと曖昧ですけれど。ただ、ふどう

どう幼稚園につきましては、今年度は１０人ほど空きができているとい

うことだったので、もしかしたら６０人くらいになってくるかと。食と

森のこども園ができた関係で、不動堂地区のお子さんが、食と森のこど

も園を利用される方が多くて、その分ふどうどう幼稚園の方に余裕がち

ょっとできてきている状況ではございます。ただそれくらいの人数がい

らっしゃるのかなと。 

千葉委員    対応している先生方もかなりいらっしゃるのかもしれないですね。 

鈴木委員    ７人から８人に、あと午後７時までの時間帯、帰るまでの時間帯に１人、

２人は確実だし、正規職員は確実に午後７時までは誰かいるようになっ

ているので。 

佐藤委員    ふどうどう幼稚園も朝７時から夜７時までですよね。 

千葉委員    そうなんですね。朝７時から。実際、児童クラブなんかも先生方遅くま

でいるんでしょうか。 

齊藤課長    放課後児童クラブも夜７時まで預かっています。 

千葉委員    夜７時までですか。やっぱりなかなかお父さんお母さんと一緒に過ごす

時間というのは、こうして見ると短いものですよね。 

多田委員    家に帰ってご飯食べてすぐ寝るだけだよね。 

鈴木委員    でもまるっきり全員が７時までいるわけじゃないから、やっぱりね、い

ろいろやりくりして早く迎えに行く方もいるし。 
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佐藤委員    ふどうどう幼稚園だと土曜日だったりとかは隔週で休みだったりする

から、土曜日も預かっているお子さんもいるけど、今日は誰もいないか

らやってない日かなと思ったりもするので。 

鈴木委員    土曜日はこごた幼稚園に行くんです。土曜日まで預けようとするご家庭

は少ないので、２か所ですると職員の手も大変だし、子どもも寂しかっ

たりするので、合同にしてます。土曜日は家で一緒に過ごすという家庭

は結構いますよ。 

塩野委員長   はい、それではこれ以上皆様から意見がなければ、本日の、美里町子ど

も・子育て支援事業計画策定等委員会の議事を終了させていただきます。

事務局にお戻しいたします。 

齊藤課長    塩野委員長、進行ありがとうございました。本日の会議はこれにて閉会

いたします。皆様ありがとうございました。 
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